
四国厚生局への届出 
１）基本診療料の施設基準等に係る届出  
◆急性期一般入院料 4 
◆地域包括ケア入院医療管理料１ 
◆回復期リハビリテーション病棟入院料２ 
◆療養環境加算 
◆療養病棟療養環境加算１ 
◆診療録管理体制加算３ 
◆認知症ケア加算３ 
◆データ提出加算 
◆機能強化加算 
◆感染対策向上加算３ 
◆連携強化加算 
◆医療 DX 推進体制整備加算 
◆酸素単価 
◆入院時食事療養 
 
２）特掲診療料の施設基準等に係る届出 
◆ニコチン依存症管理料 
◆がん治療連携指導料 
◆CT撮影及びMRI 撮影 
◆脳血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 
◆運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 
◆初期加算（疾患別リハビリテーション料） 
◆時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト 
◆在宅がん医療総合診療料 
◆在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 
◆在宅療養支援病院（別添 1の「第１４の２」の１の（３）） 
◆入院時食事療養／入院時生活療養（Ⅰ） 
◆外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 
◆入院ベースアップ評価料 

 

 



３）入院時食事療養費（Ⅰ）を算定すべき食事療養の基準に係る届出 

◆食事療養費 
当院は管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しており

「入院時食事療養費Ⅰ」を算定している医療機関です。（朝食：８時 昼食：１２時 夕
食：１８時以降）また、入院中の食事に関する自己負担は下表のとおりです。 

世帯区分 患者負担額（1 食） 

一般（下記以外）   510 円 

市民税非課税世帯 

（70 歳以上低所得者Ⅱの世帯） 

90 日目まで 240 円 

91 日目以降 190 円 

70 歳以上低所得者Ⅰの世帯、老齢福祉年金受給者 110 円 
   

（令和７年４月１日） 
※事前に保険証利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認
によって限度額適用区分を確認できた場合または市町村窓口にて発行された資格確認
書を受付窓口に提示された場合食事療養費の負担額を減額いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理対策、褥瘡対策及び
栄養管理体制について 
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して患者さんに対する診療計

画を策定し、７日以内に文書によりお渡ししております。 
また、厚生大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体

制の基準を満たしております。 

 
 
明細書の発行体制について 
 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、 
領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行して 
おります。 
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発

行することにしております。 
 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、 
その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も
含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にその旨お申し出ください。 
 
 

相談支援について 
当院では、入院中ならびに外来通院中の患者さんやそのご家族の方に安心して治療を受け
ていただくために、相談窓口を設置しています。下の要領にてお申し込みください 

相談担当 地域連携室 

受付時間 
月～土曜日 午前 9：30から午後 5時 30分まで 
（祝日・年末年始を除く） 

担当者 
社会福祉士・看護師・作業療法士 
（各部門と連携して対応いたします） 

直通電話・ＦＡＸ 0898-35-5616 
ご相談のある方は 1階受付にお申し出ください。 
担当者が他の相談対応中の場合にはお待ちいただく場合があります。 
また、電話での相談も可能です。 
相談例：治療に関すること、退院先や退院後の生活で不安なこと 

     お金に関すること、職員の対応に関すること、安全管理に関することなど 
 



その他 
当院では、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、医療・介護サービスに携わる

者の重大な責務と考えます。当院が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取
扱いに努力するとともに、広く社会から信頼を得るために、自主的なルール体制を確立
し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個
人情報の保護を図ることに努めます。 
 当院では屋内外を問わず「病院敷地内全面禁煙」となっております。ご理解・ご協力を
お願いいたします。 
 当院では看護学生をはじめとする医系学生の臨床実習の受入を行っております。各職種
指導者の監督のもと、医系学生が見学・実習を行う場合がございます。患者様ならびにご
家族の皆様のご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


